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議会運営委員会会議録 

 

日 時    令和２年１１月１９日（木）    開会時刻  午後１時４０分 

                        閉会時刻  午後１時５１分 

 

場 所    議会運営委員会室 

 

出席者    委員長 望月 勝   副委員長 古屋雅夫 

       皆川 巖  浅川力三  河西敏郎  白壁賢一  久保田松幸 

       桜本広樹  土橋 亨 

       議長 山田一功   副議長 杉山 肇 

 

       委員外議員 佐野弘仁  小越智子  望月利樹 

 

欠席者    なし 

 

執行部出席者   総務部長 市川康雄  総務部次長（財政課長事務取扱） 井上弘之 

 

議 題 

 

 

１ １１月定例会提出予定議案について 

 ○ 総務部長から、その概要について説明があった。 

 

２ 知事の提案理由説明について 

 ○ 知事の提案理由の説明は、慣例により口頭説明とされた。 

 

３ 代表質問について 

 ○ 代表質問の質問予定者及び発言時間は、 

    自民党誠心会     河西 敏郎議員 ４０分 

    自民党誠心会     白壁 賢一議員 ４０分 

    リベラルやまなし   飯島  修議員 ４０分の以上３人である。 

 ○ 代表質問の期間は２日間とし、発言の順序は、 

    １日目は、自民党誠心会     河西 敏郎議員 

         自民党誠心会     白壁 賢一議員の順 

    ２日目は、リベラルやまなし   飯島  修議員とされた。 
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４ 一般質問について 

 ○ 一般質問の質問希望者及び発言時間は、 

    自民党誠心会     桜本 広樹議員 ２０分 

               遠藤  浩議員 ２０分 

               渡辺 淳也議員 ２０分 

               市川 正末議員 ２０分 

               大久保俊雄議員 ２０分 

               志村 直毅議員 ２０分 

               臼井 友基議員 ２０分 

               向山 憲稔議員 ２０分 

               桐原 正仁議員 ２０分 

    リベラルやまなし   古屋 雅夫議員 ２０分 

    チームやまなし    望月 利樹議員 ２０分の以上１１人とされた。 

 ○ 一般質問の期間は３日間とし、発言順序は、 

    １日目は、リベラルやまなしの代表質問に引き続き、 

         自民党誠心会     桜本 広樹議員 

         リベラルやまなし   古屋 雅夫議員の順 

    ２日目は、自民党誠心会     遠藤  浩議員 

         チームやまなし    望月 利樹議員 

         自民党誠心会     渡辺 淳也議員 

         自民党誠心会     市川 正末議員 

         自民党誠心会     大久保俊雄議員の順 

    ３日目は、自民党誠心会     志村 直毅議員 

         自民党誠心会     臼井 友基議員 

         自民党誠心会     向山 憲稔議員 

         自民党誠心会     桐原 正仁議員の順とされた。 

 

５ 給与関係議案４件の取り扱いについて 

 ○ 本件は、開会日に議決を要する案件であるので、質疑のある場合は知事提案理由説明後、

直ちに発言通告書を提出することとされた。 

 ○ 本件に対する質疑の発言時間は、自民党誠心会、リベラルやまなしについては各十分以内、

公明党、日本共産党、チームやまなしについては各五分以内とし、再質疑及び関連質疑は行

わない扱いとされた。 

 ○ 知事提案理由説明後、会議を一旦休憩し、質疑の取り扱いを協議することとされた 

 ○ 本件の委員会付託は、総務委員会及び教育厚生委員会の所管に係るものであるので、上程

議案に対する質疑の後、総務委員会及び教育厚生委員会に付託することとされた。 

 ○ この委員会の出席については、議案の審査に関係する説明員のみの出席とされた。 
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６ 議員提出議案の取り扱いについて 

（１）賀詞奉呈の件について 

 ○ 本件は開会日の本会議に上程し、提出者の口頭説明ののち、質疑、討論及び委員会の付託

はこれを省略し、即決する扱いとされた。 

 ○ 採決にあたっては、簡易採決の方法によることとされた。 

 

（２）山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例中改正の件について 

 ○ 本件は開会日の本会議に上程し、提出者の口頭説明ののち、質疑、討論及び委員会の付託

はこれを省略し、即決する扱いとされた。 

 ○ 採決にあたっては、簡易採決の方法によることとされた。 

 

（３）県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会の設置時期等について 

 ○ 本特別委員会は、今定例会の開会日に設置する扱いとされた。 

 ○ 提出者の口頭による説明、質疑、討論及び委員会の付託は、これを省略し、即決する扱い

とされた。 

 ○ 本会議終了後、正副委員長互選のための委員会を開催することとされた。 

 

７ 認第１号議案及び認第２号議案の取り扱いについて 

 ○ これらの案件は、閉会中の継続審査案件として決算特別委員会に付託されていたものであ

るが、同委員長から委員会報告書の提出があった。 

 ○ 従って、１２月定例会開会日の会議に上程し、口頭による委員長報告の後、採決する扱い

とし、討論のある場合は、１１月２７日の正午までに発言通告書の提出を願う。 

 ○ なお、発言時間は、各会派代表者会議の申し合わせにより、５分以内であることが確認さ

れた。 

 以上、了承された。 

 

８ １１月定例会会期並びに議事予定について（議運資料１） 

 ○ １１月定例会会期並びに議事予定は、配付のとおり 

 

９ 本会議の開始時刻について 

 ○ １１月３０日の開会日の開始時刻は、山梨交響楽団のコンサート終了後、約３０分の休憩

をはさみ、午前１１時とされた。 

 ○ １２月３日及び４日の代表質問日及び一般質問日は、いずれも午後１時、７日の一般質問

日は、午前１１時、８日の一般質問日は、午後１時の開会とされた。 

 

１０ 開会日の議事順序について（議運資料２） 

 ○ 開会日の議事順序は、配付のとおり 
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【連絡事項】 

 ○ 次回の各会派代表者会議並びに議会運営委員会は、１２月１５日（火）、午後１時、議会

運営委員会室において開催する予定である。 

 

 

 以上 


